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中
国
研
究
集
刊 

剣
号
（
総
五
十
五
号
）
平
成
二
十
四
年
十
二
月　

一
一
一
︱
一
二
八
頁

上
博
楚
簡
『
成
王
既
邦
』
釈
読

金
城
未
来

序
言

『
成せ

い

王お
う

既き

邦ほ
う

』
は
、
二
〇
一
一
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
上
海

博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
八
）』
に
所
収
の
文
献
で
あ
る
。
本
篇

に
は
、
成
王
と
周
公
旦
が
複
数
の
問
答
を
行
う
様
子
が
記
さ
れ
て

お
り
、
伝
世
文
献
に
は
窺
う
こ
と
の
で
き
な
い
内
容
が
見
え
る
。

た
だ
し
、
本
篇
は
大
部
分
が
断
簡
で
あ
り
、
ま
た
欠
失
し
た
簡
も

多
く
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
篇

の
全
容
を
把
握
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い

て
文
献
全
体
を
明
快
に
通
読
し
た
論
考
は
見
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、『
成
王
既
邦
』
の
編
聯
や
復
元
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
再
考
し
、
さ
ら
に
内

容
や
字
体
・
文
体
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
篇
が
い
か
な
る

構
成
と
な
っ
て
い
た
か
、
ま
た
い
か
な
る
思
想
内
容
を
含
ん
で
い

た
か
、
基
礎
的
な
検
討
を
試
み
た
い
。

一
、
書
誌
情
報

本
篇
の
整
理
者
・
濮
茅
左
氏
の
「
説
明
」
に
基
づ
け
ば
、
竹
簡

は
全
部
で
十
六
簡
。
完
簡
は
二
枚
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
さ
は
、

四
十
五
・
六
セ
ン
チ
（
第
十
四
簡
）
と
四
十
五
・
九
セ
ン
チ
（
第

十
五
簡
）
で
あ
る
。
上
端
か
ら
第
一
契
口
ま
で
は
、
約
一
・
四
セ

ン
チ
、
第
一
契
口
か
ら
第
二
契
口
ま
で
は
約
二
十
二
セ
ン
チ
、
第

二
契
口
か
ら
第
三
契
口
ま
で
は
約
二
十
一
セ
ン
チ
、
第
三
契
口
か

ら
下
端
ま
で
は
約
一
・
四
セ
ン
チ
。
三
道
編
綫
、
簡
端
は
平
斉
で

あ
る
。
図
示
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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約
1.4
㎝

約
22
㎝

約
21
㎝

約
1.4
㎝

ま
た
、
一
簡
あ
た
り
の
完
簡
の
書
写
文
字
数
は
、
約
三
十
五

字
。
全
篇
を
通
し
て
三
一
九
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
合

文
記
号
が
一
、
重
文
記
号
が
三
、
ま
た
明
確
に
判
読
で
き
な
い
不

鮮
明
な
文
字
が
二
字
あ
る
と
い
う
。

二
、
釈
読

ま
ず
、
編
聯
や
内
容
を
検
討
す
る
前
に
、
本
篇
全
体
の
釈
読
を

行
う
。
本
篇
の
復
元
（
配
列
）
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
案
が

提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
整
理
者
の
定
め
た
原

釈
文
の
配
列
に
従
い
、
訳
注
を
示
す
。

【
凡
例
】

・�「
釈
文
」
は
原
釈
文
に
加
え
、
先
行
研
究
を
参
考
に
筆
者
が
定

め
た
も
の
で
あ
る
。

・�「
釈
文
」「
訓
読
」
は
旧
字
体
で
表
記
し
、
そ
の
他
の
記
述
に
つ

い
て
は
、
全
て
新
字
体
（
常
用
字
体
）
に
改
め
た
。

・�「
釈
文
」「
訓
読
」「
現
代
語
訳
」
中
の
「
①
」「
②
」
な
ど
の
数

字
は
竹
簡
番
号
を
示
す
。

・�

第
一
簡
の
「
い
」
は
墨
節
を
、
第
十
五
簡
の
「
ぢ
」
は
重
文

を
、「
づ
」
は
墨
鉤
を
表
す
。

・�「
釈
文
」「
訓
読
」「
現
代
語
訳
」
に
見
え
る
…
…
は
残
欠
部

（
残
欠
文
字
数
不
明
）
を
、
□
は
釈
読
不
可
能
な
文
字
（
一
文

字
）
を
示
す
。
ま
た
、［ 

］
部
分
は
、
文
脈
に
よ
り
筆
者
が

テ
キ
ス
ト
を
補
っ
た
箇
所
、「
釈
文
」
の
（ 

）
は
読
み
替
え

可
能
な
文
字
、「
現
代
語
訳
」
の
〔 

〕
部
分
は
、
筆
者
が
文

意
を
捉
え
る
上
で
、
適
宜
補
っ
た
箇
所
を
表
し
て
い
る
。

【
釈
文
】

①�

四
時
常
事
必
至
西
行
弗
來
い

（
語
注
１
）。

成
王
旣
封
周
公
二（

語
注
２
）年

、
而
王

重（
語
注
３
）其任

、
乃
訪
□
…
…

②�

…
…
王
在
鎬
、
え
（
召
）
周
公
旦
曰
「
亞
（
嗚
）
お
（
呼
）、

敬
之
才
（
哉
）。
か

（
語
注
４
）が

（
聞
）
才
（
哉
）

③�

…
…
□
欲
明
知
之
」。
周
公
曰
「
旦
之
聞
之
也
、
各
在
其（

語
注
５
）身而

④�

…
…
白
（
伯
）
き
（
夷
）・
ぎ
（
叔
）
齊
て
（
餓
）
而
死
於
く

（
ぐ
）
け（

語
注
６
）

（
瀆
）、
不
辱
其
身
、
精
…
…

⑤�
「
焉
不
曰
日
彰
而
冰
澡（

語
注
７
）

（
消
）
乎
」。
成
王
曰
「
嗚
呼
。

□（
語
注
８
）（道

）
…
…

⑥�

…
…
［
天
子
］
之
正
道
也
」。
成
王
曰
「
請
問
天
子
之
正
道
」。

周
公
曰
…
…
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⑦�
「
天
子
之
正
道
、
弗
朝
而
自
至（

語
注
９
）、弗

審
而
自
周

）
10

（
語
注、

弗
會
而
自
ご

（
團
）」

）
11

（
語
注。

成
王
曰
「
請
問
其
事
…
…
」。

⑧�

…
…
皆
欲

（
と
︱
豫
）
其
親
而
親
之
、
皆
欲
以
其
邦
就

）
12

（
語
注之

、

是
謂
…
…

⑨�

は
市
（
皇
）
明
之
德
其
世
也
。

）
13

（
語
注…

…

⑩�

□
而
賢
者
、
能
以
其
六
藏
之

）
14

（
語
注

守
取
親

）
15

（
語
注

焉
、
是
謂
六
親

）
16

（
語
注

之
約
」。

成
王
曰
「
請
問
其
方
」。
周
［
公
］
…
…

⑪�

先
弐
（
二
）
史

）
17

（
語
注（

事
）
之
修
也
。
外
道
之
明
者
、
少
置

）
18

（
語
注於

身
、

非
天
子
…
…

⑫�

道
大
才

）
19

（
語
注（哉

）、
宒
（
沌）

20

（
語
注

）
虖
ぢ

）
２１

（
語
注（

乎
。
吾
）
欲
擧
之
不
果
そ
、

以
進
則
逿

）
22

（
語
注（

傷
）
焉
。
達
…
…

⑬�

是

之
）
23

（
語
注

不
果
そ
、
毀
之
不
可
そ
、
其
狀
膏

）
24

（
語
注

脞
、
以
澤）

25

（
語
注

深

⑭�

皆
見
章

）
26

（
語
注于

天
」。
成
王
曰
「
夫
夏
繒

）
27

（
語
注氏

之
道
、
可
以
知
善
否
、

可
以
知
亡
在

）
28

（
語
注、

可
謂
有
道
乎
」。
周
公
曰
「
是
夫

⑮�

重
ぢ
光

）
29

（
語
注

ぢ
其
昌
也
、
可
つ

）
３０

（
語
注（

期
）
而

）
31

（
語
注須

也
。
此
六

）
32

（
語
注者

皆
逆

）
33

（
語
注

づ
。

民
皆
有
夬
（
乖
）
廌
（
離
）
之
心
、
而
國
有
相
串
（
患
）

割
）
34

（
語
注（

害
）
之
志
、
是
謂
重

）
35

（
語
注

ぢ
［
殃
ぢ
］

⑯�

…
…
之
至
、
在
周
之
東
、
乃
命
之
曰
「
昔
者
有
神

【
訓
読
】

①�

成
王 

旣
に
周
公
を
封
ず
る
こ
と
二
年
に
し（

語
注
２
）て、

王 

其
の
任
を

重（
語
注
３
）んじ

、
乃
ち
訪
□
…
…

②�

…
…
王 

鎬
に
在
り
、
周
公
旦
を
召
し
て
曰
く
「
嗚
呼
、
之
を

敬
し
ま
ん
か
な
。
か

（
語
注
４
）聞哉

③�

…
…
□
之
を
明
知
せ
ん
と
欲
す
」
と
。
周
公
曰
く
「
旦
の
之
を

聞
く
や
、
各
お
の
其
の
身
に
在
り（

語
注
５
）て

④�

…
…
伯
夷
・
叔
齊
餓
え
て
ぐよ
う

瀆と
く

に（
語
注
６
）死せ

ど
も
、
其
の
身
を
辱
め

ず
、
精
…
…

⑤�

「
焉
ん
ぞ 

日
彰
る
く
し
て 

冰
消と

く（
語
注
７
）と

曰
わ
ざ
ら
ん
や
」
と
。

成
王
曰
く
「
嗚
呼
。
□（

語
注
８
）（道

）
…
…

⑥�

…
…
［
天
子
］
の
正
道
な
り
」
と
。
成
王
曰
く
「
請
う
ら
く

は
、
天
子
の
正
道
を
問
わ
ん
」
と
。
周
公
曰
く
…
…

⑦�

「
天
子
の
正
道
と
は
、
朝
せ
し
め
ざ
る
も
自お
の
ず
から

至
り（

語
注
９
）、審

せ
し

め
ざ
る
も
自
ら
周
あ
ま
ね

き
）
10

（
語
注、

會
せ
し
め
ざ
る
も
自
ら
團あ
つ
ま

る
な
り
」

と
）
11

（
語
注。

成
王
曰
く
「
請
う
ら
く
は
其
の
事
…
…
問
わ
ん
」
と
。

⑧�

…
…
皆 

其
の
親
を
豫や
す
んじ
て
之
に
親
し
ま
ん
と
欲
し
、
皆 

其
の

邦
を
以
て
之
に
就

）
12

（
語
注か

ん
と
欲
す
る
は
、
是
謂
…
…

⑨�

は 

皇
明
の
德
を
其
の
世
に
…
…
な

）
13

（
語
注り

。

⑩�
□
而
賢
者
は
、
能
く
其
の
六
藏
の
守

）
14

（
語
注を

以
て
親

）
15

（
語
注を

取
る
、
是
を

六
親

）
16

（
語
注の

約
と
謂
う
」
と
。
成
王
曰
く
「
請
う
ら
く
は
其
の
方
を

問
わ
ん
」
と
。
周
［
公
］
…
…

⑪�

二
事

）
17

（
語
注

の
修
を
先
ん
ず
る
な
り
。
外
道
の
明
た
る
者
、
少
置

）
18

（
語
注

於

身
、
非
天
子
…
…

（ 113 ）



⑫�

道
大
い
な
る
か

）
19

（
語
注な

、
沌

）
20

（
語
注な

る
か
な

）
21

（
語
注。

吾
之
を
擧
げ
ん
と
欲
す
れ

ど
も
果
た
せ
ず
、
以
て
進
め
ば
則
ち
傷

）
22

（
語
注つ

く
。
達
…
…

⑬�
是
之
を

す
）
23

（
語
注こ

と
果
た
せ
ず
、
之
を
毀
つ
こ
と
可
な
ら
ず
、

そ
の
狀
膏

）
24

（
語
注脞

と
し
て
、
以

）
25

（
語
注澤

深

…
…

⑭�

皆 

章
）
26

（
語
注を

天
に
見あ
ら

わ
す
」
と
。
成
王
曰
く
「
夫
れ
夏
の
繒
し
ょ
う

氏し

の

道
）
27

（
語
注、

以
て
善
否
を
知
る
可
く
、
以
て
亡

）
28

（
語
注在

を
知
る
可
し
。
道
有

る
と
謂
う
可
き
か
」
と
。
周
公
曰
く
「
是
れ
夫
れ

⑮�

重
）
29

（
語
注光

。
重
光
其
れ
昌さ
か
んな

る
や
、
期

）
30

（
語
注に

し
て
須

）
31

（
語
注い

る
可
き
な
り
。

此
の
六

）
32

（
語
注

者 

皆 

逆あ

わ
）
33

（
語
注

ん
。
民 
皆 

乖
離
の
心
有
り
、
而
し
て

國 

相
い
患

）
34

（
語
注害

の
志
有
り
、
是
れ
重

）
35

（
語
注［

殃
］
と
謂
う
。

⑯�

…
…
之
至
、
周
の
東
に
在
り
、
乃
ち
之
に
命
じ
て
曰
く
「
昔む
か
し者�

神
有
り

【
現
代
語
訳
】

①�

成
王
が
、
す
で
に
周
公
を
〔
魯
に
領
主
と
し
て
〕
封
じ
て
よ
り

二
年
、
王
は
そ
の
役
目
を
重
ん
じ
て
、
そ
こ
で
訪
□
…
…

②�

…
…
王
は
鎬
に
い
て
、
周
公
旦
を
召
し
て
言
う
に
は
「
あ
あ
、

こ
れ
を
敬
し
ま
れ
よ
。
か
聞
哉

③�

…
…
□
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
理
解
し
た
い
と
思
う
」
と
。
周
公

が
言
う
に
は
「〔
私
〕
旦
が
こ
れ
を
拝
聴
し
ま
す
に
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
身
に
あ
り

④�

…
…
伯
夷
と
叔
斉
は
、
餓
え
て
ぐよ
う

瀆と
く

で
息
絶
え
た
が
、〔
信
念

を
守
り
抜
い
た
の
で
〕
そ
の
身
を
辱
め
る
こ
と
な
く
、
精
…
…

⑤�

ど
う
し
て
日
が
照
り
輝
い
て
氷
が
溶
け
る
と
言
わ
な
い
で
し
ょ

う
か
」
と
。
成
王
が
言
う
に
は
「
あ
あ
。
□
（
道
）

⑥�

…
…
［
天
子
］
の
正
道
で
す
」
と
。
成
王
は
言
っ
た
「
ど
う
か

天
子
の
正
道
に
つ
い
て
、
尋
ね
さ
せ
て
欲
し
い
」
と
。
周
公
は

言
っ
た
…
…

⑦�

「
天
子
の
正
道
と
は
、
参
内
さ
せ
な
く
と
も
〔
諸
侯
は
〕
自
然

に
朝
見
し
、
詳
し
く
審
査
さ
せ
ず
と
も
〔
諸
侯
は
〕
自
然
に
綿

密
で
よ
く
行
き
届
い
た
振
る
舞
い
を
し
、
会
盟
を
〔
し
て
諸
侯

を
招
き
寄
〕
せ
ず
と
も
、〔
諸
侯
は
〕
自
然
に
団
結
す
る
も
の

で
す
」
と
。
成
王
は
言
っ
た
「
ど
う
か
、
そ
の
事
…
…
尋
ね
た

い
」
と
。

⑧�

…
…
皆 

そ
の
親し
ん

（
親
し
い
も
の
）
を
安
逸
に
し
て
こ
れ
（
天

子
）
と
親
し
く
し
た
い
と
望
み
、
皆�

そ
の
邦
を
こ
れ
（
天
子
）

と
親
し
み
結
び
つ
け
た
い
と
思
う
の
は
、
こ
れ
…
…
い
い
ま
す

…
…

⑨�

は 

天
子
の
明
徳
を
そ
の
世
に
…
…
で
あ
る
。

⑩�

□
而
賢
者
は
、
そ
の
六
つ
の
内
に
あ
る
〔
守
る
べ
き
〕
徳
目
で

親
し
い
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
を
六
親
の
約
（
父

子
、
兄
弟
、
夫
婦
な
ど
親
族
の
誓
い
）
と
い
い
ま
す
」
と
。
成

王
は
言
っ
た
「
ど
う
か
そ
の
方
法
を
尋
ね
た
い
」
と
。
周
［
公
］

…
…
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⑪�
二
事
の
処
理
を
先
に
行
う
の
で
す
。
外
道
（
小
人
の
道
）
に
明

ら
か
な
者
は
、
少
置
於
身
、
非
天
子
…
…

⑫�

道
は
偉
大
な
も
の
で
あ
り
、
区
別
の
は
っ
き
り
し
な
い
混
沌
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
ど
う
に
か
し
た
い
と
思
う
け

れ
ど
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
う
し
て
〔
無
理
に
〕
行
動

す
れ
ば
傷
つ
け
て
し
ま
う
〔
も
の
で
あ
る
〕。
達
…
…

⑬�

是 

こ
れ
を

す
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
を
壊
す
こ
と
も
で

き
ず
、
そ
の
形
は
膏
脞
（
流
動
的
な
様
を
表
す
か
）
と
し
て
、

以
沢
深

⑭�

皆 

章し
る
しを

天
に
現
す
」
と
。
成
王
は
言
っ
た
「
そ
も
そ
も
夏
の

繒し
ょ
う

氏し

の
道
は
、
善
否
を
理
解
し
、
存
亡
を
認
識
し
て
い
た
。

〔
こ
の
場
合
〕
道
は
有
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
」
と
。
周
公

は
言
っ
た
「
こ
れ
は
そ
も
そ
も

⑮�

重
光
。
素
晴
ら
し
い
光
（
徳
）
が
輝
く
な
ら
ば
、
時
宜
に
か
な

う
よ
う
用
い
る
べ
き
で
す
。
こ
の
六
つ
の
も
の
は
全
て
そ
ろ
う

で
し
ょ
う
。
民
は
皆�

異
な
る
思
い
を
抱
き
、
そ
う
し
て
国
は

互
い
に
災
い
を
与
え
る
邪
心
を
持
つ
、
こ
れ
を
災
い
を
重
ね
る

と
言
い
ま
す
。

⑯�

…
…
之
至
、
周
の
東
に
在
り
、
そ
こ
で
こ
れ
に
命
じ
て
言
う
に

は
「
昔�

神
が
い
て

【
語
注
】

（
１
）�

「
四
時
常
事
必
至
西
行
弗
來
」
の
下
に
墨
節
が
あ
り
、
そ

の
上
部
と
下
部
と
は
別
文
献
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の

た
め
、
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
訓
読
」
以
下
、
省
略
す
る
。

　

な
お
、
筆
者
は
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日
に
中
国
出
土

文
献
研
究
会
の
一
員
と
し
て
、
上
海
博
物
館
を
訪
れ
、
竹
簡
の

実
見
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
第
一
簡
墨
節
上
部
の
文
献
に

つ
い
て
、
博
物
館
の
葛
亮
氏
よ
り
お
話
を
伺
っ
た
。
葛
亮
氏
に

よ
れ
ば
、
墨
節
上
部
の
筆
写
者
は
墨
節
下
部
と
同
一
人
物
と
考

え
ら
れ
る
が
、
内
容
は
異
な
っ
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
そ

れ
が
い
ず
れ
の
文
献
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で

あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
本
篇
に
関
し
て
は
、
当
初
、
李
零
氏

が
整
理
作
業
に
当
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
後
に
濮
茅
左
氏
に
引

き
継
が
れ
、
そ
の
仮
題
も
『
尚
父
周
公
之
一
』『
尚
父
周
公
之

二
』
か
ら
『
成
王
既
邦
』
へ
と
変
更
さ
れ
た
と
い
う
情
報
を
得

た
。
併
せ
て
こ
こ
に
附
記
し
て
お
く
。

（
２
）�

『
成
王
既
邦
』
に
は
、
も
と
も
と
篇
題
が
な
く
、
整
理
者

が
第
一
簡
の
四
字
を
と
っ
て
篇
題
と
し
て
い
る
。

　

整
理
者
は
第
一
簡
十
四
字
目
の
「

」
を
「
邦
」
字
と

隷
定
し
、「
成
王
既
邦
、
周
公
二
年
（
成
王
既
に
邦
し
、
周
公

二
年
）」
と
釈
読
す
る
が
、
復
旦
吉
大
古
文
字
専
業
研
究
生
聯

合
読
書
会
（
以
下
、
聯
合
読
書
会
）
や
子
居
氏
は
「

」

�
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字
を
「
封
」
字
と
し
、「
成
王
既
封
周
公
二
年
（
成
王
既
に
周

公
を
封
ず
る
こ
と
二
年
）」
と
連
続
し
て
文
意
を
解
す
る
。

　

音
韻
上
、「
邦
」
字
と
「
封
」
字
は
通
用
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
（
董
同
龢
『
上
古
音
韵
表
稿
』）。
ま
た
、
先
秦
代
の
文

献
中
に
、「
既
邦
」
あ
る
い
は
「
周
公
二
年
」
と
い
う
表
現
が

見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
は
聯
合
読
書
会
や
子
居

氏
の
指
摘
す
る
通
り
、「
成
王
が
周
公
旦
を
封
じ
て
よ
り
二
年
」

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
３
）�

「
而
王
重
其
任
」
に
つ
い
て
は
、
王
が
自
ら
の
任
務
を
重

い
と
考
え
た
、
あ
る
い
は
周
公
旦
の
任
を
重
ん
じ
た
と
い
う
二

通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、『
尚
書
』
君
陳
の
序
に
「
周

公
既
没
、
命
君
陳
分
正
東
郊
成
周
（
周
公
既
に
没
し
、
君
陳
に

命
じ
分
ち
て
東
郊
の
成
周
を
正
さ
し
む
）」
と
あ
り
、
そ
の
偽

孔
伝
に
「
成
王
重
周
公
所
営
故
命
君
陳
分
居
、
正
東
郊
成
周
之

邑
里
官
司
（
成
王 

周
公
の
営
む
所
を
重
ん
ず
る
が
故
に
君
陳

に
命
じ
て
分
居
せ
し
め
、
東
郊
成
周
の
邑
里
の
官
司
を
正
さ
し

む
）」
と
あ
る
こ
と
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
今
は
王
が
周
公
旦

の
役
目
を
重
ん
じ
た
意
と
解
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
４
）�

整
理
者
は
「
か
」
字
を
「
朕
」
字
と
隷
定
す
る
が
、
聯
合

読
書
会
は
、
下
文
の
接
続
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
保
留

と
し
て
い
る
。

　

上
博
楚
簡
中
、「
か
」
字
は
『
容
成
氏
』
や
『
鮑
叔
牙
与
隰

朋
之
諫
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
全
て
「
乗
」
の
意

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
聯
合
読
書
会
同

様
、
判
断
を
保
留
し
た
い
。

（
５
）�

「
各
在
其
身
」
に
つ
い
て
は
、『
管
子
』
内
業
に
「
不
以
物

乱
官
、
不
以
官
乱
心
、
是
謂
中
得
。
有
神
自
在
身
、
一
往
一

来
、
莫
之
能
思
。
失
之
必
乱
、
得
之
必
治
（
物
を
以
て
官
を
乱

さ
ず
、
官
を
以
て
心
を
乱
さ
ず
、
是
を
中
得
と
謂
う
。
有
神
自

ら
身
に
在
り
、
一
往
一
来
、
之
を
能
く
思
う
も
の
莫
し
。
之
を

失
え
ば
必
ず
乱
れ
、
之
を
得
れ
ば
必
ず
治
ま
る
）」
と
あ
る
。

ま
た
『
管
子
』
形
勢
解
に
は
「
道
者
、
所
以
変
化
身
而
之
正
理

者
也
、
故
道
在
身
、
則
言
自
順
、
行
自
正
、
事
君
自
忠
、
事
父

自
孝
、
遇
人
自
理
（
道
と
は
、
身
を
変
化
し
て
正
理
に
之ゆ

く
所

以
の
者
な
り
。
故
に
道 

身
に
在
れ
ば
、
則
ち
言 

自
ら
順
い
、

行 

自
ら
正
し
く
、
君
に
事
う
る
こ
と
自
ら
忠
、
父
に
事
う
る

こ
と
自
ら
孝
、
人
を
遇
す
る
こ
と
自
ら
理お
さ

ま
る
）」
と
あ
る
。

　
　

李
鋭
氏
（【
参
考
文
献
】
Ｋ
所
収
）
は
、
第
三
簡
と
第
十
四

簡
を
連
読
可
能
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

（
６
）�

「
く
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
甲
骨
文
や
金
文
を
例
に

「
ぐ
」
字
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。「
け
」
字
に
つ
い
て
は
「
瀆
」

字
と
し
、「
溝
」
の
意
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
ぐ
瀆
」
は
地
形

を
表
し
て
お
り
、『
大
戴
礼
記
』
曾
子
制
言
の
「
死
於
溝
澮
之

間
（
溝
澮
の
間
に
死
す
）」
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、「
首
陽
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山
」
を
指
す
と
す
る
。
さ
ら
に
、「
ぐ
」
字
の
み
で
地
名
を
表

す
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
７
）�
整
理
者
は
「
澡
」
字
に
つ
い
て
、『
説
文
解
字
』
水
部
の

「
澡
、
洒
手
也
。
从
水
喿
声
」
や
、『
玉
篇
』
の
「
澡
、
洒
手

也
、
治
也
」
を
引
き
、「
冰
澡
」
と
熟
し
て
読
み
、
徳
を
守
り

悪
事
に
染
ま
ら
ず
、
身
を
清
く
す
る
意
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

一
方
、
聯
合
読
書
会
は
出
土
文
献
中
「
喿
」
は
「
肖
」
と
通
用

す
る
と
し
て
、「
澡
」
字
を
「
消
」
字
と
定
め
て
い
る
。

　

確
か
に
、
上
博
楚
簡
『
競
建
内
之
』
で
は
、「

人
之
不
劋

也
」
の
「
劋
」
字
は
「
肖
」
字
の
意
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
今
は
聯
合
読
書
会
に
従
う
。

（
８
）�

聯
合
読
書
会
は
、
第
五
簡
の
断
絶
部
分
の
文
字
に
つ
い

て
、
残
部
の
字
形
が
第
六
簡
・
第
七
簡
の
「
道
」
字
と
類
似
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
道
」
字
が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指

摘
す
る
。

（
９
）�

「
弗
朝
而
自
至
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
天
子
の
正
道

が
あ
れ
ば
、
忠
信
が
四
夷
に
周
知
さ
れ
、
皆
服
従
す
る
の
で
、

四
方
の
諸
侯
は
自
然
と
朝
見
し
に
来
る
」
意
と
解
す
る
。
文
脈

上
、
正
し
い
と
思
わ
れ
る
た
め
こ
れ
に
従
う
。

（
10
）�

「
審
」
字
を
聯
合
読
書
会
・
程
少
軒
氏
（【
参
考
文
献
】
Ｋ

所
収
）
は
「
密
」
字
と
釈
読
す
る
。
し
か
し
、
字
形
か
ら
見
れ

ば
、
該
当
字
は
「
審
」
字
に
近
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、「
審
」

字
と
し
て
解
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
周
」
に
つ
い
て
は
、『
管
子
』
九
守
に
「
人
主
不
可
不
周

（
人
主
は
周
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
）」
と
あ
り
、
そ
の
尹
知
章
注

に
「
周
、
謂
謹
密
也
（
周
と
は
、
謹
密
を
謂
う
な
り
）」
と
あ

る
。

（
11
）�

「
團
」
を
聯
合
読
書
会
は
「
断
」
と
し
、「
決
断
」
の
意
と

解
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
文
脈
上
、
整
理
者
の
述
べ
る
と

お
り
、「
團
」
字
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
会
盟
を
し
て
諸

侯
を
招
き
寄
せ
ず
と
も
、
諸
侯
は
自
ら
団
結
す
る
」
意
と
考
え

る
。

（
12
）�

何
有
祖
氏
は
、
該
当
字
を
「
戚
」
字
と
す
る
が
、
字
形

上
、
整
理
者
の
隷
定
す
る
通
り
、「
就
」
字
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

（
13
）�

整
理
者
は
「
は
」
字
を
『
説
文
』
木
部
の
「
は
、
槌
也
」

や
『
類
篇
』
の
「
或
作
樀
」、
さ
ら
に
『
説
文
』
門
部
の
「
䦲

謂
之
樀
。
樀
、
廟
門
也
」
を
引
い
て
、
廟
門
の
意
と
し
、
第
九

簡
全
体
を
「
は
・
市
明
之
、
徳
其
世
也
」
と
定
め
、「
廟
門
や

定
期
市
な
ど
で
こ
れ
を
公
示
し
、
世
の
中
を
平
穏
に
す
る
」
意

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
蘇
建
洲
氏
は
整
理
者
が
「
市
」
と
定
め

る
文
字
「

」
に
つ
い
て
、
郭
店
楚
簡
『
唐
虞
之
道
』

第
十
九
簡
の
「
重
（

）」
字
と
下
部
が
類
似
す
る
と
し

て
、
字
形
か
ら
「
往
」
字
で
は
な
い
か
と
し
、
さ
ら
に
「
往
」
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字
は
「
皇
」
字
と
通
用
す
る
こ
と
か
ら
、
該
当
字
を
「
皇
」
字

と
隷
定
す
る
。

　

整
理
者
は
、
廟
門
や
市
場
は
公
開
の
場
で
あ
り
、「
明
」
の

公
示
す
る
と
い
う
意
と
合
致
す
る
と
述
べ
る
が
、
伝
世
文
献
中

に
こ
の
よ
う
な
表
現
は
見
え
ず
、
疑
問
が
残
る
。
一
方
、
蘇
建

洲
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
上
博
楚
簡
中
に
見
え
る
「
市
」
字

（

（『
容
成
氏
』
第
十
八
簡
）・

（『
容
成
氏
』
第

三
十
六
簡
）・

（『
競
建
内
之
』
第
十
八
簡
）
な
ど
）
と

「
往
」
字
（

（『
周
易
』
第
三
十
簡
）・

（『
周
易
』

第
二
十
簡
）・

（『
周
易
』
第
四
十
四
簡
）
な
ど
）
は
字

形
が
近
く
、
該
当
字
は
「
往
︱
皇
」
字
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
ま
た
、「
皇
明
」
は
班
固
の
西
都
賦
に
「
天
人
合
応
、
以

発
皇
明
（
天
人
合
応
し
て
、
以
て
皇
明
を
発
す
）」
と
見
え
、

そ
の
劉
良
注
に
「
皇
大
也
。
此
則
天
意
人
事
合
応
、
以
発
我
皇

大
明
之
徳
（
皇
と
は
大
な
り
。
此
れ
則
ち
天
意
人
事
合
応
し
、

以
て
我
が
皇
の
大
明
の
徳
を
発
す
る
な
り
）」
と
あ
る
。「
は
」

の
意
は
未
詳
で
あ
る
が
、
今
は
蘇
建
洲
氏
に
従
い
、
原
文
を

「
皇
明
之
徳
其
世
也
」
と
認
定
し
て
解
釈
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
14
）�

「
六
蔵
之
守
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
守
」
を
「
獣
」

と
し
、「
蔵
之
獣
」
を
旧
物
の
意
と
す
る
。
聯
合
読
書
会
・
子

居
氏
は
「
六
蔵
之
守
」
と
隷
定
す
る
。
ま
た
子
居
氏
は
『
六

韜
』
文
韜
・
六
守
の
「
太
公
曰
「
一
曰
仁
、
二
曰
義
、
三
曰

忠
、
四
曰
信
、
五
曰
勇
、
六
曰
謀
、
是
謂
六
守
」（
太
公
曰
く

「
一
に
曰
く
仁
、
二
に
曰
く
義
、
三
に
曰
く
忠
、
四
に
曰
く
信
、

五
に
曰
く
勇
、
六
に
曰
く
謀
、
是
を
六
守
と
謂
う
」
と
）」
を

挙
げ
、
そ
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
）
整
理
者
は
「
新
」
字
と
隷
定
す
る
。
一
方
、
聯
合
読
書

会
・
子
居
氏
は
「
親
」
字
と
す
る
。

　

全
体
の
内
容
は
、
整
理
者
の
述
べ
る
「
君
子
は
古
き
を
革
め

新
し
き
を
取
る
」
と
い
う
解
釈
よ
り
も
、
聯
合
読
書
会
や
子
居

氏
の
指
摘
す
る
通
り
、「
六
蔵
の
守
を
も
っ
て
、
親
し
む
」
と

い
う
解
釈
の
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た

め
、
こ
こ
で
は
該
当
字
を
「
親
」
字
と
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
16
）�

整
理
者
は
「
六
親
之
約
」
の
「
親
」
字
が
「
新
」
字
で

あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
す
る
。「
六
親
」
に
つ
い
て
は
『
老
子
』

に
「
六
親
不
和
、
有
孝
慈
（
六
親
和
せ
ず
し
て
、
孝
慈
有
り
）」

と
あ
り
、
そ
の
王
弼
注
に
「
父
子
、
兄
弟
、
夫
婦
也
」
と
あ

る
。

（
17
）�

整
理
者
は
字
形
か
ら
「
先
国
変
之
修
也
」
に
作
り
、
単
育

辰
氏
は
「
先
二
史
之
修
也
」
に
作
る
。

　

該
当
字
を
そ
の
他
の
上
博
楚
簡
に
見
え
る
文
字
と
比
較
す
る

と
、
字
形
の
上
で
は
「
二
」「
史
」
字
に
よ
り
近
い
こ
と
が
分

か
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
は
単
氏
の
説
に
従
う
。
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（
18
）	

「
に
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
待
考
」
と
し
な
が
ら

も
、「
疏
」
字
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
蘇
建
洲
氏
は

甲
骨
文
と
の
対
照
に
よ
り
「
置
」
字
と
隷
定
し
て
い
る
。
今
は

蘇
建
洲
氏
に
従
っ
て
解
釈
す
る
。

（
19
）	

整
理
者
は
「
才
」
を
「
在
」
と
す
る
が
、
黄
杰
氏
や
子
居

氏
は
「
哉
」
と
釈
す
る
。「
在
」「
哉
」
は
、
ど
ち
ら
も
「
才
」

と
音
通
す
る
が
、
文
脈
上
「
哉
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
後
者
に
従
う
。（
語
注
20
）
を
参
照
。

（
20
）	

整
理
者
は
、
本
文
を
「
道
大
在
屯
」
と
区
切
り
、「
宒
」

を
「
屯
」
と
釈
読
し
て
お
り
、「
屯
難
」（
苦
し
み
悩
む
）
の
意

と
解
す
る
。
聯
合
読
書
会
も
同
様
に
文
を
区
切
る
が
、「
宒
」

字
に
つ
い
て
は
、「
待
考
」
と
し
て
い
る
。
一
方
、
黄
杰
氏
は

「
宒
」
字
を
「
ぬ
」
と
隷
定
し
、「
純
」
字
（
も
し
く
は
「
沌
」

字
）
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
黄
杰
氏
の
検
討
を
受
け
、
子

居
氏
は
該
当
箇
所
を
「
有
神
道
、
大
哉
。
純
乎
。」（
第
十
六
簡

＋
第
十
二
簡
）
と
区
切
り
、
釈
読
す
る
。
ま
た
、
劉
信
芳
氏
は

「
宒
」
字
に
つ
い
て
、「
混
」
字
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

　

整
理
者
の
述
べ
る
よ
う
に
、「
道
が
苦
し
い
状
況
に
直
面
し

て
い
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
文
脈
上
難
し
い
た
め
、
今
は
字

形
か
ら
最
も
通
用
し
て
い
た
可
能
性
の
高
い
「
沌
」
字
と
し
て

解
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
21
）	

「
虖
ぢ
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
・
聯
合
読
書
会
は
「
嗚
呼
」

字
の
合
文
と
解
す
る
が
、
黄
杰
氏
は
字
形
か
ら
「
乎
」
字
と

「
吾
」
字
の
合
文
と
す
る
。

　

黄
杰
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
上
博
楚
簡
中
「
嗚
呼
」
の
合
字

を
「
虖
ぢ
」
と
表
現
す
る
方
法
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
今
は

「
乎
」
と
「
吾
」
と
の
合
文
と
し
て
釈
読
し
た
い
。

（
22
）	

整
理
者
は
、「
逿
」
字
を
「
跌
倒
」（
つ
ま
ず
き
倒
れ
る
）

意
と
解
す
る
。
劉
信
芳
氏
は
『
周
易
』
序
卦
の
「
進
必
有
所
傷

（
進
め
ば
必
ず
傷
る
る
所
有
り
）」
を
引
き
、「
傷
」
の
意
と
す

る
。
黄
杰
氏
も
同
じ
く
「
傷
」
の
意
と
す
る
。

（
23
）	

「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
抻
」
と
隷
定
し
、

「
展
」
の
意
と
し
て
い
る
。
一
方
、
聯
合
読
書
会
は
「
ね
」
あ

る
い
は
「
譴
」
と
読
み
、
意
味
的
に
下
の
「
毀
」
と
応
ず
る
と

し
て
い
る
。
蘇
建
洲
氏
も
聯
合
読
書
会
の
意
見
に
従
う
。

（
24
）	

「
膏
脞
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
重
要
な
比
喩
、
も
し
く

は
緊
迫
し
た
様
子
の
喩
え
と
す
る
。
聯
合
読
書
会
は
「
脞
」
を

「
淫
」
字
と
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
膏
脞
」
を
「
驕
淫
」
と

解
釈
す
る
。
単
育
辰
氏
は
「
脞
」
を
「
危
」
字
と
し
て
、「
膏

危
」
あ
る
い
は
「
高
危
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
指
摘
す

る
。

　

聯
合
読
書
会
は
「
脞
」
字
の
右
部
「
坐
」
を
「
壬
」
と
隷
定

し
直
し
て
い
る
が
、
図
版
を
確
認
す
る
限
り
、
や
は
り
該
当
部

分
は
「
坐
」
字
に
近
く
、
こ
れ
だ
け
で
は
上
接
の
文
字
と
同
時
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に
「
膏
脞
」
を
「
驕
淫
」
と
読
み
得
る
か
疑
問
が
残
る
。
ま

た
、
単
氏
が
「
脞
」
字
を
「
危
」
字
と
し
て
い
る
根
拠
は
不
明

で
あ
り
、
こ
の
断
簡
の
み
か
ら
は
、
単
氏
の
説
が
正
し
い
か
を

判
断
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
今
は
整
理
者
の
隷
定

に
従
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
25
）�

「
以
澤
深

」
の
「
澤
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は

「
澤
」
字
の
他
に
「
睪
」
字
の
可
能
性
（
意
は
「
敗
」「
死
病
」

と
す
る
）
を
挙
げ
る
。「

」
字
に
つ
い
て
は
、
整
理
者
は

「
季
」
と
隷
定
し
「
厲
」
の
意
で
解
す
る
が
、
聯
合
読
書
会
は

字
形
か
ら
「
来
」、
ま
た
単
育
辰
氏
は
「
来
」
を
読
み
換
え

「
陵
」
と
し
て
い
る
。

（
26
）�

整
理
者
は
「
章
于
天
」
に
つ
い
て
、『
詩
経
』
大
雅
・
文

王
之
什
・
棫
樸
に
「
倬
彼
雲
漢
、
為
章
于
天
（
倬
彼
た
る
雲

漢
、
章
を
天
に
為
す
）」
と
あ
る
の
を
引
き
、
周
公
旦
が
素
晴

ら
し
い
文
王
の
道
（
人
材
教
育
・
登
用
に
力
を
入
れ
、
ま
た
善

悪
を
知
る
）
を
用
い
て
成
王
に
説
い
た
の
だ
と
す
る
。

　

そ
の
他
、『
詩
経
』
大
雅
・
文
王
之
什
・
文
王
に
も
「
文
王

在
上
、
於
昭
于
天
（
文
王
上
に
在
り
、
於あ
あ

天
に
昭
た
り
）」
と

あ
り
、
ま
た
『
詩
経
』
周
頌
・
閔
予
小
子
之
什
・
桓
に
も
武
王

の
徳
を
称
え
る
類
似
の
表
現
「
於
昭
于
天
、
皇
以
間
之
（
於あ
あ

天

に
昭あ
き

ら
か
に
し
て
、
皇
と
し
て
以
て
之
に
間か
わ

る
）」
が
見
え
る
。

そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
良
君
（
道
を
得
た
君
主
）
の
徳
が
天
に

輝
い
た
と
い
う
意
に
解
し
た
い
。
な
お
、
清
華
簡
『
尹
至
』
に

お
い
て
も
、「
夏
有
祥
、
在
西
在
東
、
見
章
于
天

4

4

4

4

」
の
表
現
が

見
え
る
が
、
文
意
は
異
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
27
）�

「
鄫
」（
繒し
ょ
う）

は
、
夏
の
禹
の
子
孫
が
封
ぜ
ら
れ
た
国
。
春

秋
の
時
、
莒
に
滅
ぼ
さ
れ
る
。

（
28
）�

整
理
者
は
「
亡
才
」
と
定
め
る
が
、
聯
合
読
書
会
は
上
部

に
見
え
る
「
善
否
」
と
対
応
す
る
句
型
で
あ
ろ
う
と
し
、「
亡

在
」
と
解
し
て
い
る
。
文
脈
上
正
し
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
聯

合
読
書
会
に
従
う
。

（
29
）�

『
尚
書
』
顧
命
に
「
昔
君
文
王
・
武
王
宣
重
光
、
奠
麗
陳

教
則
肄
肄
不
違
。（
昔
君
文
王
・
武
王
は
重
光
を
宣あ
ら

わ
し
、
麗

を
奠さ
だ

め
て
教
え
を
陳
べ
、
肄い

肄い

と
し
て
違
わ
ず
）」
と
あ
る
。

（
30
）�

楚
簡
中
「
つ
」
字
は
「
旗
」
字
を
表
す
。
整
理
者
は
「
旗
」

を
号
令
の
意
で
解
す
る
。
聯
合
読
書
会
は
該
当
字
を
「
旗
」
の

異
体
字
と
し
て
「
期
」
字
と
隷
定
す
る
。

　
「
旗
」
字
と
「
期
」
字
は
、
両
字
と
も
之
部
陰
声
開
口
に
属

す
た
め
、
音
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は

文
脈
か
ら
「
期
」
字
と
し
、
時
（
機
会
）
の
意
で
解
す
る
こ
と

と
す
る
。

（
31
）�
整
理
者
は
、
字
形
か
ら
該
当
字
を
「
寡
」
字
と
す
る
が
、

聯
合
読
書
会
は
「
須
」
字
と
す
る
。

　

聯
合
読
書
会
が
指
摘
す
る
通
り
、
該
当
字
は
、
上
博
楚
簡
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『
昭
王
毀
室
』（
第
五
簡
）
や
、
上
博
楚
簡
『
三
徳
』（
第
一
簡
）

に
見
え
る
「
須
」
字
と
近
似
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
聯
合
読

書
会
に
従
い
、「
須
」
字
と
釈
読
す
る
。

（
32
）	

配
列
や
欠
損
・
欠
失
簡
の
問
題
に
よ
り
、「
六
者
」
が
何

を
指
す
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
33
）	

『
尚
書
』
夏
書
・
禹
貢
に
「
同
為
逆
河
入
于
海
（
同
じ
く

逆
河
と
な
り
て
海
に
入
る
）」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
玄
注
に
「
下

尾
合
、
名
為
逆
河
。
言
相
向
迎
受
（
下
に
尾
合
す
る
に
、

名 

逆
河
と
為
す
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
相
い
向
い
て
迎
受
す
る

な
り
）」
と
あ
る
。

（
34
）	

整
理
者
は
「
串
」・「
割
」
と
隷
定
す
る
が
、
聯
合
読
書
会

は
上
に
見
え
る
「
乖
離
」
と
応
ず
る
意
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
「
患
」・「
害
」
と
す
る
。
文
脈
上
、
正
し
い
と
思
わ
れ
る

た
め
、
今
は
こ
れ
に
従
う
。

（
35
）	

整
理
者
は
「
重
」
の
下
に
「
光
」
字
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
述
べ
る
。
子
居
氏
は
、
欠
字
に
つ
い
て
、
単
育
辰
氏
の

次
の
説
を
引
用
す
る
（
筆
者
訳
）。

　
「
重
光
」（
第
十
五
簡
）
は
好
ま
し
い
事
態
に
使
用
す
る

も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
危
機
的
な
事
態
を
表
す
「
重

殃
」
の
方
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
欠

字
に
は
、「
殃
」
を
補
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

単
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、上
文
で
は
「
民
皆
乖
離
の
心
有
り
」

や
「
国
相
い
患
害
の
志
有
り
」
な
ど
と
、
退
廃
的
な
状
況
が
示

さ
れ
て
い
る
た
め
、
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
重
光
」
と
す

る
よ
り
も
、「
重
殃
」
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、『
成
王
既
邦
』
の
構
成
及
び
文
献
的
特
色

（
１
）
復
元
案
に
つ
い
て

本
篇
に
は
、
断
簡
が
多
く
、
欠
失
し
た
簡
も
相
当
量
存
在
す
る

可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
全
体
構
成
を
捉
え
る
こ
と
は
極
め
て

困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
複
数
の
復
元
案
が

提
示
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ま
だ
全
体
を
通
読
し
解
釈
し
得
た
も
の

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
積
極
的
に
内
容
解
釈
に
取
り
組

み
、
ま
た
竹
簡
の
編
聯
や
復
元
作
業
に
尽
力
し
た
も
の
と
し
て

は
、
次
の
子
居
氏
（
参
考
文
献
Ｆ
）
の
案
が
挙
げ
ら
れ
る
（
算
用

数
字
は
竹
簡
番
号
を
、
網
掛
け
部
分
は
子
居
氏
が
原
釈
文
の
配
列

を
変
更
し
た
箇
所
を
表
す
）。

・
子
居
…
…
「
１
＋
16
＋
12
＋
13
＋
３
＋
14
＋
11
＋
６
＋
７
＋
８

　
　
　
　
　
　

＋
15
＋
10
＋
９
＋
５
」

子
居
氏
は
、
第
二
簡
・
第
四
簡
を
別
文
献
と
し
て
本
篇
か
ら
除

き
、
さ
ら
に
第
二
簡
に
関
し
て
は
、
李
鋭
氏
が
『
逸
周
書
』
宝
典
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と
関
連
の
あ
る
内
容
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
に
同
意
し
て
い

る
。ま

た
、
聯
合
読
書
会
は
、「
６
＋
８
＋
７
」
を
連
読
可
能
と
し
、

さ
ら
に
第
四
簡
に
つ
い
て
、
そ
の
他
の
竹
簡
と
異
な
る
筆
跡
で
記

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
上
博
楚
簡
六
『
慎
子
曰
恭
倹
』
と
類
似
し

て
い
る
と
し
て
、
判
断
を
保
留
す
る
と
述
べ
る
。

他
に
も
、
第
三
簡
と
第
十
四
簡
は
連
続
し
て
読
め
る
と
す
る
説

（
李
鋭
）
や
、
第
九
簡
は
本
篇
と
は
別
文
献
の
も
の
で
は
な
い
か

と
す
る
説
（
程
少
軒
）、
子
居
氏
が
通
読
可
能
と
す
る
第
十
一
簡

と
第
六
簡
は
実
際
に
は
通
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
説

（
高
佑
仁
）
や
、
第
十
二
・
十
三
・
十
六
簡
は
文
意
や
字
体
な
ど

か
ら
、
他
篇
の
一
部
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
（
李
松
儒
）
な
ど
が
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
復
元
や
配
列
に
関
し
て
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ

る
中
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
諸
研
究
者
が
一
定
の
ま
と
ま
り
を

持
つ
と
捉
え
て
い
る
「
天
子
之
正
道
」
に
関
す
る
第
六
・
七
・
八

簡
の
配
列
で
あ
ろ
う
。

図
版
を
確
認
す
る
と
、
第
八
簡
（
上
部
欠
損
簡
）
の
断
裂
部
分

に
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
文
字
の
痕
跡
が
窺
え
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
第
六
簡
（
下
部
欠
損
簡
）
の
断
裂
部
分
に
は
そ
の
よ
う
な
痕

跡
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
六
簡
と
第
八
簡
を
綴
合
し
た
場

合
、
簡
長
や
編
縄
痕
の
位
置
な
ど
か
ら
、
両
簡
の
間
に
文
字
が

あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
そ
の
た
め
、
聯
合
読
書
会
の
指
摘
す

る
「
６
＋
８
＋
７
」
の
配
列
案
は
成
立
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ

る
。

第
六
簡
下
部
（
断
裂
部
）

第
八
簡
上
部
（
断
裂
部
）

ま
た
、
第
六
・
七
簡
に
関
し
て
は
原
文
中
に
「
天
子
之
正
道
」
と

い
う
語
句
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
両
者
に
何
ら
か
の
関
連
が
あ
っ

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
第
八
簡
に
つ
い
て
は
、「
周
公
曰
」

や
「
成
王
曰
」
な
ど
発
言
者
を
特
定
し
得
る
情
報
や
、「
天
子
之

正
道
」
の
語
句
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
厳
密
に
第
六
・
七
簡

と
接
続
し
て
い
た
か
否
か
の
判
断
を
下
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と

言
え
る
。

さ
ら
に
、
第
六
・
七
・
八
簡
の
前
後
の
配
列
に
も
目
を
向
け
れ

ば
、
子
居
氏
の
述
べ
る
第
十
一
簡
と
第
六
簡
と
は
、
竹
簡
の
編
縄

痕
位
置
や
綴
合
後
の
竹
簡
の
長
さ
な
ど
か
ら
、
直
接
接
続
し
な
い

こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
同
氏
が
指
摘
す
る
第
八
簡
と
第
十
五

簡
・
十
簡
と
の
接
続
に
つ
い
て
も
、「
六
者
」
や
「
六
蔵
」「
六

親
」
な
ど
の
関
係
性
が
不
明
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
直
ち
に
連
読
可

能
と
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
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（
２
）
本
篇
の
釈
読
上
の
問
題
点

以
上
、
諸
研
究
者
も
指
摘
す
る
通
り
、
本
篇
中
に
は
字
体
や
文

体
の
異
な
る
簡
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
篇
全
体

を
一
つ
の
文
献
と
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
そ
の
理
由
を
三
点
挙
げ
る
。

①
字
体
の
相
違

先
に
も
述
べ
た
が
、
聯
合
読
書
会
や
李
松
儒
氏
が
主
張
す
る
よ

う
に
、
本
篇
に
は
明
ら
か
に
字
体
の
異
な
る
簡
が
存
在
す
る
。
特

に
第
二
・
四
簡
は
、
そ
の
他
の
竹
簡
に
書
写
さ
れ
た
文
字
に
比

べ
、
細
く
均
一
な
字
体
で
記
さ
れ
て
お
り
、
別
篇
あ
る
い
は
異
な

る
書
写
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
第
九
簡
・
第
十
二
簡
は
、
他
の
竹
簡
よ
り
も
書
写
さ
れ
た

文
字
の
字
間
が
広
く
、
中
で
も
第
十
二
簡
の
「
道
」
字
は
、
第
十

一
簡
や
第
十
四
簡
に
見
ら
れ
る
字
体
と
、
一
画
目
や
辶
の
位
置
が

異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
第
十
三
簡
で
は
「
其
」
字
が
他

簡
（
第
一
簡
・
第
七
簡
な
ど
）
と
は
異
な
り
、
下
部
が
内
側
に

反
っ
た
字
体
で
記
さ
れ
、
第
十
六
簡
に
つ
い
て
は
、「
周
」
字
や

「
又
・
有
」
字
が
、
そ
れ
ぞ
れ
他
簡
（
第
一
簡
・
第
三
簡
、
第
十

四
簡
・
第
十
五
簡
）
と
異
な
る
字
体
で
記
さ
れ
て
い
る
（
注
①
）
。

�

（
道
）（
第
十
二
簡
）

�（
第
十
一
簡
）

�

（
第
十
四
簡
）

�

（
其
）（
第
十
三
簡
）

�

（
第
一
簡
）

�

（
第
七
簡
）

�

（
周
）（
第
十
六
簡
）

�

（
第
一
簡
）

�

（
第
三
簡
）

�

（
又・有
）（
第
十
六
簡
）

�

（
第
十
四
簡
）

�

（
第
十
五
簡
）

こ
の
よ
う
な
字
体
の
相
違
は
、
同
一
人
物
に
よ
る
書
き
分
け
と
も

と
れ
る
が
、
断
簡
の
多
い
本
篇
に
お
い
て
は
、
慎
重
に
取
り
扱
い

検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
文
体
の
相
違

李
鋭
氏
や
子
居
氏
は
、
文
体
面
に
お
い
て
、
第
二
簡
と
『
逸
周

書
』
宝
典
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
本
篇
に
は

「
嗚
呼
、
之
を
敬
し
ま
ん
か
な
」（
第
二
簡
）
や
、「
成
王
曰
く

「
嗚
呼
…
…
」」（
第
五
簡
）
な
ど
、『
尚
書
』
や
『
逸
周
書
』
を
連

想
さ
せ
る
表
現
が
見
え
る
。
ま
た
、
第
三
簡
や
第
六
簡
・
第
十
四

簡
が
周
公
旦
の
発
言
を
「
周
公
曰
」
と
記
す
の
に
対
し
、
第
二
簡

に
は
「
周
公
旦4

曰
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
呼
称
に
も
違
い
が
見

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
本
篇
を
一
文
献
と
見
な
す
こ
と
を
躊た
め
ら躇
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わ
せ
る
要
因
と
言
え
よ
う
。

③
内
容
の
相
違

本
篇
に
は
、
第
一
簡
に
「
王 

其
の
任
を
重
ん
じ
、
乃
ち
訪
□
」

と
あ
り
、
成
王
が
周
公
旦
に
質
問
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
直
後
、
第
二
簡
に
は
「
王
鎬
に
在
り
、
周
公
旦
を
召

し
て
曰
く
」
と
記
述
さ
れ
、
成
王
が
鎬
京
に
お
り
、
周
公
旦
を
呼

び
出
す
内
容
が
見
え
る
。
こ
れ
は
字
体
や
文
体
の
相
違
を
含
め
、

内
容
面
に
お
い
て
も
、
第
二
簡
が
別
篇
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ

と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
状

況
か
ら
判
断
し
て
、
第
二
簡
を
第
一
簡
と
直
接
接
続
す
る
簡
と
捉

え
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
本
篇
に
は
第
六
・
七
簡
に
「
天
子
之
正
道
」
を
説
く
よ

う
に
、
政
治
的
な
教
訓
を
述
べ
る
箇
所
が
見
え
る
一
方
、
第
十
六

簡
に
「
周
の
東
に
在
り
、
乃
ち
之
に
命
じ
て
曰
く
「
昔
者 

神
有

り
」」
と
、
一
見
神
仙
に
関
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
か
に
思

わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
篇
中
に
は
様
々
な
相
違
点
が
見
受
け
ら
れ
、

単
純
に
本
篇
を
一
つ
の
文
献
と
見
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言

え
る
。

（
３
）「
其
の
親
を

じ
て
」
の
解
釈

本
篇
第
八
簡
に
は
、「
皆 

其
の
親
を

じ
て
之
に
親
し
ま

ん
と
欲
し
、
皆 

其
の
邦
を
以
て
之
に
就
か
ん
と
欲
す
」
と
あ
る
。

該
当
簡
は
接
続
に
疑
問
は
残
る
も
の
の
、
周
公
旦
の
言
と
捉
え
ら

れ
て
い
る
。
も
し
、
こ
れ
が
周
公
旦
の
言
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
思
想
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
該
当
簡
の
文
字
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
第
八
簡
の

字
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
多
く
の
研
究

者
が
疑
問
を
呈
し
て
お
り
、
い
ま
だ
文
字
の
確
定
に
は
至
っ
て
い

な
い
。
整
理
者
は
、
該
当
字
を
「
欲
」
字
で
は
な
い
か
と
述
べ
、

「
俗
」（
風
俗
・
習
俗
）
の
意
に
解
す
る
。
一
方
、
聯
合
読
書
会

は
、「
と
」
字
と
隷
定
し
、「
舍
（
捨
）」
の
意
と
す
る
。

「
欲
」
は
、『
成
王
既
邦
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る

（
注
②
）
。

（
第
三
簡

第
一
文
字
目
）

（
第
八
簡

第
二
文
字
目
）

（
第
八
簡

第
十
文
字
目
）

こ
の
文
字
の
旁
（
右
半
分
）
の
字
形
は
、

と
明
ら
か
に
異

な
る
も
の
で
あ
り
、
該
当
字
を
整
理
者
の
主
張
す
る
「
欲
」
字
と
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読
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
上
博
楚
簡
に
見
え
る
そ
の
他
の
近
似
す
る
字
形
、

「
な
」
字
（『
周
易
』
第
二
十
四
簡
）
や
「
と
」
字
（『
仲
弓
』
第

十
簡
）
を
確
認
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

『
周
易
』

第
二
十
四
簡

『
仲
弓
』

第
十
簡

字
形
か
ら
言
え
ば
、
該
当
字
は
『
仲
弓
』
の
字
体
と
近
く
、
こ

れ
は
「
と
」
字
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。「
と
」「
な
」
と
「
豫
」

は
通
用
し
、
さ
ら
に
「
豫
」（
喩
紐
魚
部
）
と
「
舎
（
捨
）」（
書

紐
魚
部
）
と
は
音
通
す
る
。
聯
合
読
書
会
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

『
周
易
』
に
記
さ
れ
た
「
な
」
字
が
、
今
本
で
は
「
舎
」
と
記
述

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
該
当
字
を
「
舎
」
と
し
、「
其
の
親

を
捨
て
て
」
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
該
当
箇
所
を
「
捨
」
と
読
ん
だ
場
合
、「
親
し
い
者

を
捨
て
て
天
子
に
近
づ
き
た
い
」
と
い
う
第
八
簡
上
部
と
、「
邦

を
も
っ
て
天
子
と
親
し
み
た
い
」、
つ
ま
り
、
国
家
を
率
い
て
天

子
と
和
す
る
と
す
る
下
部
が
相
反
す
る
意
と
な
っ
て
し
ま
う
。
該

当
字
を
「
捨
」
と
し
た
場
合
、
こ
の
よ
う
に
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

で
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
こ
の
文
字
を
理
解
す
れ
ば
良
い
で
あ

ろ
う
か
。
上
博
楚
簡
第
三
分
冊
に
所
収
の
『
孔
子
詩
論
』
に
も
、

字
形
の
類
似
す
る
文
字

字
が
見
え
る
。
該
当
箇
所
は
次
の
通

り
。

与
賤
民
而

（
豫
）
之
（
賤
民
と
而よ

く
之
を
豫の

ぶ
）

鄭
玉
姍
・
季
旭
昇
両
氏
は
音
通
関
係
か
ら
、
こ
こ
に
見
え
る

「
豫
」
字
（
喩
紐
魚
部
）
を
「
抒
」（
神
紐
魚
部
）
や
「
舒
」（
審

紐
魚
部
）
の
意
と
捉
え
て
い
る
（
注
③
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
脈
上

『
成
王
既
邦
』
中
の

の
意
を
こ
の
よ
う
に
「
抒
」
の
意
と

解
釈
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
異
な
る
使
用
法
で
あ
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
郭
店
楚
簡
『
六
徳
』
に
も
「

（
の
（
逸
・

豫
））
其
志
」
と
あ
り
、
該
当
字
と
近
似
す
る
文
字
が
見
え
る
。

李
天
虹
氏
は
こ
の
文
字
に
つ
い
て
、「「
谷
」
に
従
い
、「
兔
」
に

従
う
。「
逸
」
の
異
体
字
で
は
な
い
か
」
と
し
、
隠
匿
あ
る
い
は

間
適
、
安
楽
の
意
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
④
）
。

研
究
者
に
よ
り
、
い
ず
れ
の
文
字
に
隷
定
す
る
か
は
異
な
る

が
、
楚
簡
に
お
け
る
「
の
」
字
お
よ
び
「
と
」
字
は
、
全
て
「
豫
」

字
を
表
す
と
す
る
研
究
者
も
存
在
す
る
（
注
⑤
）
。「
豫
」
は
『
爾
雅
』

釈
詁
に
「
豫
・
寧
・
綏
・
康
・
柔
、
安
也
」
と
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
李
天
虹
氏
は
『
六
徳
』
に
見
え
る

字
を
「
逸
」
の
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異
体
字
で
は
な
い
か
と
判
断
し
て
い
る
が
、
該
当
字
は
「
豫
」
字

で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
得
る
。
そ
の
妥
当
性
は
暫
く
お
く
と
し

て
も
、
李
氏
が
該
当
字
に
つ
い
て
「
間
適
・
安
楽
」
の
意
を
指
摘

し
た
こ
と
は
、『
成
王
既
邦
』
の

字
に
つ
い
て
考
え
る
上

で
、
大
い
に
参
考
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

周
公
旦
の
言
説
は
『
論
語
』
や
『
呂
氏
春
秋
』
に
も
見
え
る
。

『
論
語
』
微
子
に
は
「
周
公
謂
魯
公
曰
「
君
子
不
施
其
親
、
不
使

大
臣
怨
乎
不
以
。
故
旧
無
大
故
、
則
不
棄
也
。
無
求
備
於
一
人
」

（
周
公�

魯
公
に
謂
い
て
曰
く
「
君
子
は
其
の
親
を

4

4

4

4

施4す

て
ず

4

4

、
大
臣

を
し
て
以
い
ざ
る
に
怨
み
し
め
ず
、
故
旧�

大
故
無
け
れ
ば
、
則

ち
棄
て
ざ
る
な
り
。
備
わ
る
を
一
人
に
求
む
る
こ
と
無
か
れ
」）」

と
あ
り
、
子
・
伯
禽
に
君
子
た
る
も
の
、
そ
の
親
族
を
大
切
に

し
、
重
臣
に
不
満
を
抱
か
せ
ず
、
昔
な
じ
み
の
者
は
大
き
な
過
ち

の
な
い
限
り
見
捨
て
ず
、
一
人
に
〔
多
く
の
こ
と
が
〕
備
わ
る
の

を
求
め
て
は
い
け
な
い
と
教
戒
す
る
周
公
旦
の
姿
が
見
え
る
。
ま

た
、『
呂
氏
春
秋
』
審
応
覧
・
重
言
に
は
、
成
王
が
弟
の
唐
叔
虞

に
戯
れ
で
「
諸
侯
に
封
じ
よ
う
」
と
言
っ
た
こ
と
を
知
り
、「
天

子
に
戯
れ
の
言
葉
は
な
く
、
実
際
に
唐
叔
虞
を
封
ず
る
べ
き
だ
」

と
成
王
に
対
し
て
諫
言
す
る
周
公
旦
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る

（
注
⑥
）
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
続
け
て
『
呂
氏
春
秋
』
に
は
、「
周
公

旦
は
善
く
説
く
と
謂
う
べ
し
。
一
た
び
称
し
て
成
王
を
し
て
益
ま

す
言
を
重
ん
ぜ
し
め
、
弟
を
愛
す
る
の
義
を
明
ら
か
に
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
王
室

の
固
め
を
輔
く
」
と
周
公
旦
の
評
価
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
論
語
』
や
『
呂
氏
春
秋
』
に
は
、「
親
」（
親

族
・
親
し
き
も
の
）
を
重
視
す
る
周
公
旦
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
周
公
旦
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
よ

う
と
し
た
後
学
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
再
び
本
篇
の
内
容
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
第
八
簡

の
「
其
の
親
を

じ
て
」
の
解
釈
は
、
以
上
の
点
か
ら
も

「
捨
て
る
」
で
は
な
く
、「
豫や
す

ん
ず
る
」
と
い
う
読
み
が
支
持
さ
れ

る
と
言
え
よ
う
。
君
子
と
は
、
親
類
・
親
族
を
和
し
、
そ
の
上
で

天
子
に
付
き
従
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。
本
篇
に
は
そ
の
よ
う
な
周

公
旦
の
姿
勢
が
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

結
語

本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
『
成
王
既
邦
』
の
釈
読
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
内
容
が
「
天
子
の
正
道
に
関
す
る
も
の
」

や
「『
尚
書
』
や
『
逸
周
書
』
の
文
体
と
類
似
す
る
も
の
」、
ま
た

「
夏
の
繒
氏
の
道
」
や
「
六
蔵
の
守
」「
六
親
の
約
」
を
説
く
も
の

な
ど
多
岐
に
渉
っ
て
お
り
、
一
つ
の
文
献
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

難
し
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
公
開
当
初
よ
り
、
整
理
者
を
は
じ

め
、
諸
研
究
者
に
よ
り
、
上
博
楚
簡
中
に
は
儒
家
系
の
断
簡
が
多

く
含
ま
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
。
本
篇
は
、
こ
れ
ら
の
竹
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簡
が
十
分
な
配
慮
な
し
に
「
周
公
旦
に
関
す
る
も
の
」
と
い
う
括

り
で
ま
と
め
ら
れ
た
結
果
、
複
数
の
文
献
を
混
同
す
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
諸
研
究
者
に
よ
り
問
題
に
さ
れ

て
き
た
第
八
簡
の
文
字
と
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ

れ
が
「
親
を
捨
て
て
天
子
に
つ
く
」
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

『
論
語
』
に
見
え
る
周
公
旦
の
発
言
と
類
似
す
る
も
の
、
す
な
わ

ち
「
親
（
親
族
・
親
し
き
者
）
を
率
い
て
天
子
に
仕
え
る
」
と
い

う
内
容
で
あ
っ
た
可
能
性
を
述
べ
た
。
恐
ら
く
、
そ
こ
に
は
何
ら

か
の
意
図
を
持
っ
て
、
周
公
旦
を
表
彰
す
る
後
学
の
存
在
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
篇
に
は
、『
尚
書
』
や
『
詩
経
』
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
、
周
公
旦
と
成
王
と
の
問
答
が
記
さ
れ
て
お
り
、
大
い
に
注
目

さ
れ
る
。
他
簡
と
の
相
違
が
見
ら
れ
た
第
二
・
四
・
九
・
十
二
・

十
三
・
十
六
簡
を
除
け
ば
、
そ
こ
に
は
主
に
周
公
旦
の
政
治
的
発

言
が
記
述
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
に
引
き
続
き
、
別

稿
に
お
い
て
、『
成
王
既
邦
』
の
文
献
的
特
質
や
成
書
年
代
に
つ

い
て
更
に
検
討
し
、
そ
の
中
に
描
か
れ
た
周
公
旦
像
を
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
。

注
① 

第
二
・
四
・
十
二
・
十
三
・
十
六
簡
と
他
簡
と
の
文
字
の
具
体
的
な
相

違
に
つ
い
て
は
、「
第
四
十
八
回
中
国
出
土
文
献
研
究
会
（
平
成
二
十
四

年
七
月
十
五
日
～
十
六
日
）」
に
お
い
て
、
福
田
哲
之
氏
よ
り
御
教
示
を

頂
い
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

② 

本
篇
第
十
二
簡
に
も
「
欲
」
字
が
見
え
る
が
、
第
十
二
簡
は
、
そ
も
そ

も
内
容
や
字
体
か
ら
別
篇
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
省

略
す
る
。

③
【
参
考
文
献
】
Ａ
の
一
五
頁
。

④
【
参
考
文
献
】
Ｂ
の
一
三
四
頁
。
筆
者
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
九

日
、
中
国
出
土
文
献
研
究
会
の
一
員
と
し
て
、
武
漢
大
学
簡
帛
研
究
中

心
に
赴
き
、
そ
こ
で
李
天
虹
氏
・
劉
国
勝
氏
・
宋
華
強
氏
と
の
座
談
の

機
会
を
得
た
。
そ
の
際
、
郭
店
楚
簡
『
六
徳
』
に
見
え
る

字
に
つ

い
て
尋
ね
た
所
、
李
氏
か
ら
は
、
旁
の
部
分
（
右
部
分
）
は
「
兔
」
で

あ
る
が
、
偏
（
左
部
分
）
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
不
明
と
の
回
答
を

得
た
。
ま
た
劉
氏
よ
り
、「
兔
」
字
と
「
象
」
字
は
通
用
関
係
に
は
な
い

が
、
文
字
が
く
ず
れ
て
書
写
さ
れ
た
場
合
、
字
形
が
似
通
っ
て
く
る
可

能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
前
後
の
文
脈
や
偏
に
よ
っ
て
該
当
字

を
判
断
す
る
、
と
の
お
話
を
伺
っ
た
。

⑤ 

李
守
奎
・
曲
氷
・
孫
偉
龍
編
著『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書（
一
︱
五
）
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文
字
編
』（
作
家
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
）
や
、
縢
壬
生
『
楚
系

簡
帛
文
字
編�

増
訂
本
』（
湖
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
十
月
）。

⑥ 
成
王
与
唐
叔
虞
燕
居
、援
梧
葉
以
為
珪
、而
授
唐
叔
虞
曰「
余
以
此
封
女
」。

叔
虞
喜
、
以
告
周
公
。
周
公
以
請
曰
「
天
子
其
封
虞
邪
」。
成
王
曰
「
余

一
人
与
虞
戲
也
」。
周
公
対
曰
「
臣
聞
之
、
天
子
無
戲
言
。
天
子
言
、
則

史
書
之
、
工
誦
之
、
士
称
之
」。
於
是
遂
封
叔
虞
于
晋
。
周
公
旦
可
謂
善

説
矣
、
一
称
而
令
成
王
益
重
言
、
明
愛
弟
之
義
、
有
輔
王
室
之
固
。（『
呂

氏
春
秋
』
審
応
覧
・
重
言
）

【
参
考
文
献
】

Ａ
．
季
旭
昇
主
編
『『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
一
）』
読
本
』（
万
巻
楼
、

二
〇
〇
四
年
六
月
）

Ｂ
．
郭
店
楚
墓
竹
書 

武
漢
大
学
簡
帛
研
究
中
心 

荊
門
市
博
物
館
編
著
『
楚

地
出
土
戦
国
簡
冊
合
集
㊀
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
十
一
月
）

［
ｗ
ｅ
ｂ
上
に
公
開
さ
れ
た
論
文
・
札
記
］

　

復
旦
網
＝http://w

w
w
.gw
z.fudan.edu.cn/

　

簡
帛
網
＝http://w
w
w
.bsm

.org.cn/

　

清
華
網
＝�http://w

w
w
.confucius2000.com

/adm
in/lanm

u2/jianbo.

htm

Ｃ
．
復
旦
吉
大
古
文
字
専
業
研
究
生
聯
合
読
書
会
「
上
博
八
『
成
王
既
邦
』

校
読
」（
二
〇
一
一
年
七
月
十
七
日
、
復
旦
網
）

Ｄ
．
曹
方
向
「
上
博
八
『
成
王
既
邦
』
札
記
」（
二
〇
一
一
年
七
月
十
八
日
、

簡
帛
網
）

Ｅ
．
黄
杰
「
初
読
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
八
）』
筆
記
」（
二
〇
一

一
年
七
月
十
九
日
、
簡
帛
網
）

Ｆ
．
子
居
「
上
博
八
『
成
王
既
邦
』
再
編
連
」（
二
〇
一
一
年
七
月
二
十
一
日
、

清
華
網
）

Ｇ
．
単
育
辰
「
佔
畢
隨
録
之
十
五
」（
二
〇
一
一
年
七
月
二
十
二
日
、復
旦
網
）

Ｈ
．
何
有
祖
「
上
博
楚
簡
釈
読
札
記
」（
二
〇
一
一
年
七
月
二
十
四
日
、
簡
帛

網
）

Ｉ
．
張
峰
「
説
上
博
八
『
顔
淵
』
及
『
成
王
既
邦
』
中
的
「
豫
」
字
」（
二
〇

一
一
年
八
月
四
日
、
簡
帛
網
）

Ｊ
．
劉
信
芳
「
上
博
蔵
八
試
読
五
則
」（
二
〇
一
一
年
九
月
九
日
、
簡
帛
網
）

Ｋ
．
鍾
碩
整
理
「
網
摘
：『
上
博
八
』
専
輯
」（
二
〇
一
一
年
十
月
一
日
、
復

旦
網
）

Ｌ
．
蘇
建
洲
「
楚
竹
書
的
”罝
“
字
」（
二
〇
一
二
年
四
月
十
三
日
、復
旦
網
）

［
附
記
］
本
稿
は
、
平
成
二
十
四
年
度
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補

助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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